
西宮市における「兵庫県大規模集客施設の立地にかかる 
都市機能の調和に関する条例」連絡会議設置要綱 

 
（ 設 置 ） 
第１条 兵庫県大規模集客施設の立地にかかる都市機能の調和に関する条例（以下

「条例」という。）第４条第１項の規定による市の意見に関し庁内意見の集約を図

るため、西宮市における「兵庫県大規模集客施設の立地にかかる都市機能の調和に

関する条例」連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。 
（所掌事務） 
第２条 連絡会議は、第１条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について

協議する。 
（１）条例第４条第１項の規定による市の意見に関すること 
（２）その他条例の運用と関連する市の所管事務との調整等に関すること 
（ 組 織 ） 
第３条 連絡会議は、別表第１に掲げる委員で構成する。 
２ 連絡会議の議長は、商工課長をもって充てる。 
３ 連絡会議に幹事会をおく。 
４ 幹事会は、別表第２に掲げる課の担当係の長若しくは係員で構成するものとする。 
（連絡会議の開催） 
第４条 連絡会議又は幹事会（以下「連絡会議等」という。）の会議は、議長が招集

する。 
２ 議長が必要と認めるときは、特定の案件について関係のある委員のみで連絡会議

等を開催することができるものとし、また、委員以外の関係者の出席を求め、その

説明又は意見を聞くことができるものとする。 
（ 庶 務 ） 
第５条 連絡会議等の庶務は、商工課において処理する。 
（その他） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項は、別表に掲げ

る課で協議のうえ定める。 
 

付 則 
この要綱は、平成１７年１２月１日から施行する。 

付 則 
この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
 付 則 
この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 



付 則 
この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
付 則 
この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 
付 則 
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
付 則 
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
付 則 
この要綱は、平成２６年８月２６日から施行する。 
付 則 
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
付 則 
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
付 則 
この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
付 則 
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
付 則 
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
 
別表第１ 
 
 都市計画課長、交通政策課長、都市デザイン課長、開発指導課長、土木管理課長、

自転車対策課長、道路建設課長、商工課長 
 
別表第２ 
 

局 部 名 課 名 等  分   野 
政策局都市計画部 都市計画課・交通政策課 

都市デザイン課 
交通政策・都市計画 
景観・まちづくり 

都市局建築・開発指導部 開発指導課 開発指導 
土木局土木総括室 
 

土木管理課 
自転車対策課 

駐車場出入口 
駐輪場 

土木局道路部 道路建設課 交通処理 
産業文化局産業部 商工課 商業 



 


